
廃止の事由及び時期並びに学生の処置方法を記載した書類 

 

１ 廃止する専攻の概要 

（１） 廃止する専攻名 

明治大学大学院 理工学研究科新領域創造専攻（博士課程） 

（２） 入学定員及び収容定員（学生募集停止前） 

博士前期課程 入学定員３５人 収容定員７０人 

博士後期課程 入学定員 ５人 収容定員１５人 

（３） 所在地 

神奈川県川崎市多摩区東三田１－１－１ 

（４） 募集停止により入学する者がいなくなった最初の年度 

 平成２９年度（２０１７年度） 

（５） 学生募集停止の時期（一般公表時期） 

平成２８年（２０１６年）４月２７日から 

  

２ 廃止の事由 

理工学研究科新領域創造専攻（博士課程）は、平成２０年（２００８年）

４月に、領域横断的理工基礎に基盤を置き、これに人文科学及び社会科学を

有機的に連携させた教育・研究を実施することで、幅広い分野で科学の発展

と社会に貢献できる人材を育成し、２１世紀の持続的発展に資することを目

的に設置された。（平成２２年（２０１０年）４月、課程変更届出） 

その後、グローバル化並びに持続性社会の発展に寄与する学問体系を構築

するために、理工学研究科建築学専攻及び新領域創造専攻を募集停止し、発

展的に再編させた理工学研究科建築・都市学専攻を設置するため、平成２８

年（２０１６年）４月２７日から、学生募集を停止した。 

令和５年（２０２３年）３月現在、在学生は修了し、退学者の再入学の可

能性も無いため、新領域創造専攻（博士課程）を廃止する。 

 

３ 学生の処遇 

令和４年度（２０２２年度）を以って在学生は修了した。なお、退学者の

再入学の可能性も無い。 

 

４ 教職員の処遇 

教員については、平成２９年度（２０１７年度）から設置した理工学研究

科建築・都市学専攻へ移籍した。また、職員については、引き続き、理工学

部事務室が担当している。 

 



５ 施設設備の処置 

 平成２９年度（２０１７年度）から設置した理工学研究科建築・都市学専

攻に引き継いでいるため、処分等は発生しない。 

 

６ 学籍関係書類の保存方法 

理工学部事務室を所管とし、規程に基づき適宜保存している。 

 

７ 廃止の時期 

令和５年（２０２３年）３月３１日 

 

８ その他 

本件に係る学則等の記載に変更事項は発生しない。 

 

 以 上  


